
令 和 ６ 年 

上尾市議会６月定例会議案  

概 要 

情報提供用 

 個人情報が掲載されている議案については、当該個人情報に係る部分を省略し、又は加工しているため、 

内容の一部、ページ番号又は目次が議案書の原本と異なっている場合があります。 



議 案 名 

議案第３８号 上尾市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関

する条例の一部を改正する条例の制定について…………  １

議案第３９号 町の区域を新たに画し、及び変更することに伴う関

係条例の整理に関する条例の制定について………………  ２

議案第４０号 企業版ふるさとあげお応援基金条例の一部を改正す

る条例の制定について………………………………………  ３

議案第４１号 上尾市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例の制定につい

て………………………………………………………………  ４

議案第４２号 財産の取得について………………………………………… ５

議案第４３号 財産の取得について………………………………………… ６

議案第４４号 財産の取得について………………………………………… ７

議案第４５号 財産の取得について………………………………………… ８

議案第４６号 財産の取得について………………………………………… ９

議案第４７号 専決処分の承認を求めることについて……………………１０

議案第４８号 専決処分の承認を求めることについて……………………１１

議案第４９号 専決処分の承認を求めることについて……………………１２



 

議案第３８号  

上尾市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正

する条例の制定について          （子ども未来部子ども支援課）  

１  提案理由  戸籍法の一部改正を踏まえ、ひとり親家庭等医療費の支給

に関する事務において利用することができる特定個人情報を

追加するもの  

２  内容  各種手続におけるマイナンバーの利用拡大を目的に戸籍法

が一部改正されたことを踏まえ、ひとり親家庭等医療費の支

給に関する事務において利用することができる特定個人情報

に戸籍関係情報を追加する。  

 

３  施行期日  公布の日  
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議案第３９号   

 町の区域を新たに画し、及び変更することに伴う関係条例の整理に関する

条例の制定について                  （総務部総務課）  

１  提案理由  上尾都市計画事業大谷北部第二土地区画整理事業の施行区

域において町の区域を新たに画し、及び変更することに伴

い、関係条例について所要の改正を行うもの  

２  内容  １  区域に関する改正  

  次に掲げる条例において、区域の表記に関する規定の整

理を行う。  

 (1) 上尾市役所支所、出張所設置条例  

 (2) 上尾市消防本部及び消防署の設置等に関する条例  

 (3) 上尾市水道事業の設置等に関する条例  

 

２  公の施設の位置に関する改正  

  次に掲げる条例において、公の施設の位置の表記に関す

る規定の整理を行う。  

 (1) 上尾市立学校設置条例  

 (2) 上尾市児童館条例  

 

※新たに画する町の名称  

 今泉二丁目、今泉三丁目、東今泉、川三丁目  

 

３  施行期日  令和６年９月２１日  
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議案第４０号  

企業版ふるさとあげお応援基金条例の一部を改正する条例の制定について  

                      （行政経営部行政経営課）  

１  提案理由  地域再生法の一部改正に伴い、所要の改正を行うもの  

２  内容   引用する条項が変更になったことによる規定の整理を行う。  

 

条例第２条第１号の改正部分  

【改正前】  

 地域再生法第１３条の２  

                     

                     

【改正後】  

 地域再生法第１３条の３  

 

 

３  施行期日  公布の日  
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議案第４１号  

上尾市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例の制定について          （子ども未来部保育課）  

１  提案理由  内閣府令の改正に伴い、本市の家庭的保育事業等の設備及

び運営に関する基準を当該内閣府令で定める基準と同様のも

のに改めるもの  

２  内容  小規模保育事業所Ａ型及びＢ型、保育所型事業所内保育事

業所並びに小規模型事業所内保育事業所について、保育従事

者の数を次のとおり改める。  

 

 (1) 満３歳以上満４歳に満たない児童  

【改正前】おおむね２０人につき１人  

 

 

  【改正後】おおむね１５人につき１人  

 

 (2) 満４歳以上の児童  

【改正前】おおむね３０人につき１人  

 

 

【改正後】おおむね２５人につき１人  

 

３  施行期日  公布の日  
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議案第４２号

財産の取得について

（消防本部警防課）

１  提案理由 高規格救急自動車を取得するもの

２  内容 救急現場における高度な救急救命活動に充てるため、高規

格救急自動車を更新して取得するもの  

１  自動車の数量  高規格救急自動車  １台  

２  取 得 の 方 法  条件付一般競争入札  

３  取 得 価 格  ４５，８７０，０００円  

４  契約の相手方  上尾市上平中央一丁目１１番地９

埼玉トヨタ自動車株式会社上尾店

入  札  記  録  

入札日時   令和６年４月１９日（金）午前９時２０分

入札業者 入札額（円） 摘要

１ 埼玉トヨタ自動車株式会社上尾店  ４１，７００，０００ 落札

２ 長野ポンプ株式会社東京営業所 ４３，９００，０００

※落札額の１００分の１１０に相当する金額が契約しようとする

額である。
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議案第４３号   

 財産の取得について  

（消防本部警防課）  

１  提案理由  災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車を取得するもの  

２  内容  広域災害に対応した火災現場における消火活動に充てるた

め、災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車を更新して取得す

るもの  

 

１  自動車の数量  災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車  

          １台  

２  取 得 の 方 法  条件付一般競争入札  

３  取 得 価 格  ８３，２７０，０００円  

４  契約の相手方  東京都八王子市中野上町二丁目３１番

１号  

日本機械工業株式会社本社営業部  

 

 

入  札  記  録  

入札日時   令和６年４月１９日（金）午前９時４０分  

入札業者  入札額（円）  摘要  

１  日本機械工業株式会社本社営業部 ７５，７００，０００  落札  

２  長野ポンプ株式会社東京営業所 ７５，８５０，０００   

３  株 式 会 社 野 口 ポ ン プ 製 作 所 ７５，９００，０００   

４  ジーエムいちはら工業株式会社東京営業所 ７５，９８０，０００   

※落札額の１００分の１１０に相当する金額が契約しようとする

額である。  
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議案第４４号   

 財産の取得について  

（消防本部警防課）  

１  提案理由  水槽付消防ポンプ自動車を取得するもの  

２  内容  火災現場における消火活動に充てるため、水槽付消防ポン

プ自動車を更新して取得するもの  

 

１  自動車の数量  水槽付消防ポンプ自動車  １台  

２  取 得 の 方 法  条件付一般競争入札  

３  取 得 価 格  ６８，６９５，０００円  

４  契約の相手方  東京都台東区浅草橋五丁目４番２号   

横山ビル  

ジーエムいちはら工業株式会社東京営

業所  

 

 

 

入  札  記  録  

入札日時   令和６年４月１９日（金）午前１０時００分  

入札業者  入札額（円）  摘要  

１  ジーエムいちはら工業株式会社東京営業所 ６２，４５０，０００  落札  

２  日本機械工業株式会社本社営業部 ６２，５００，０００   

３  株 式 会 社 野 口 ポ ン プ 製 作 所 ６２，６５０，０００   

４  長野ポンプ株式会社東京営業所 ６２，６９０，０００   

※落札額の１００分の１１０に相当する金額が契約しようとする

額である。  
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議案第４５号   

 財産の取得について  

（消防本部警防課）  

１  提案理由  救助工作車を取得するもの  

２  内容  救助現場における救助活動に充てるため、救助工作車を更

新して取得するもの  

 

１  自動車の数量  救助工作車  １台  

２  取 得 の 方 法  条件付一般競争入札  

３  取 得 価 格  １５２，０７５，０００円  

４  契約の相手方  さいたま市南区辻󠄀４丁目１８番１０号  

埼玉消防機械株式会社中央支店  

 

 

 

 

 

入  札  記  録  

入札日時   令和６年４月１９日（金）午前１０時２０分  

入札業者  入札額（円）  摘要  

１  埼玉消防機械株式会社中央支店 １３８，２５０，０００  落札  

２  帝 商 株 式 会 社 埼 玉 営 業 所 １３８，３６２，６００   

３  日本機械工業株式会社本社営業部 １３８，４００，０００   

４  長野ポンプ株式会社東京営業所 １３８，４００，０００   

※落札額の１００分の１１０に相当する金額が契約しようとする

額である。  
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議案第４６号

財産の取得について

（消防本部警防課）

１  提案理由 消防ポンプ自動車を取得するもの

２  内容 火災現場における消火活動に充てるため、消防ポンプ自動

車を更新して取得するもの  

１  自動車の数量  消防ポンプ自動車  １台

２  取 得 の 方 法  条件付一般競争入札  

３  取 得 価 格  ２６，２９０，０００円  

４  契約の相手方  東京都八王子市中野上町二丁目３１番

１号

日本機械工業株式会社本社営業部

入  札  記  録  

入札日時   令和６年４月１９日（金）午前１０時４０分

入札業者 入札額（円） 摘要

１ 日本機械工業株式会社本社営業部 ２３，９００，０００ 落札

２ 株 式 会 社 野 口 ポ ン プ 製 作 所 ２３，９２０，０００

３ 長野ポンプ株式会社東京営業所 ２３，９５０，０００

４ ジーエムいちはら工業株式会社東京営業所 辞退

※落札額の１００分の１１０に相当する金額が契約しようとする

額である。
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議案第４７号  

専決処分の承認を求めることについて  

（行政経営部市民税課・資産税課）  

１  提案理由  地方税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第４号）

が令和６年３月３０日に公布されたことに伴い、緊急に上尾

市税条例を改正する必要が生じ、同月３１日上尾市税条例の

一部を改正する条例を専決処分したので、地方自治法第１７

９条第３項の規定により、その承認を求めるもの  

２  内容  １  個人の市民税  

  合計所得金額が１，８０５万円以下の納税者について、

令和６年度分の所得割額から、納税者及び配偶者を含めた

扶養親族１人につき１万円の減税を実施する。  

 

２  固定資産税及び都市計画税  

 (1) 宅地等及び農地に係る負担調整措置について、令和６

年度から令和８年度までの間、現行の措置の仕組みを継

続する。  

 (2) 地域決定型地方税制特例措置（わがまち特例）につい

て、次のとおり措置を講ずる。  

  ア  バイオマス発電設備（一般木質・農作物残さ区分）

及び滞在快適性等向上施設に係る特例を新設する。  

  イ  企業主導型保育事業に係る特例を廃止する。  

  ウ  公害防止用施設、再生可能エネルギー発電設備等に

係る特例の対象となる資産の取得等の期間を延長す

る。  

 

３  施行期日  令和６年４月１日  
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議案第４８号

専決処分の承認を求めることについて

（市民生活部保険年金課）

１  提案理由 地方税法施行令の一部を改正する政令（令和６年政令第１

３６号）が令和６年３月３０日に公布されたことに伴い、緊

急に上尾市国民健康保険税条例を改正する必要が生じ、同月

３１日上尾市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を専

決処分したので、地方自治法第１７９条第３項の規定によ

り、その承認を求めるもの  

２  内容 ５割減額及び２割減額の対象となる世帯の所得の算定にお

いて、被保険者の数に乗ずべき金額をそれぞれ２９万５，０

００円（改正前２９万円）及び５４万５，０００円（改正前

５３万５，０００円）に引き上げる。  

減額割合 前年中の所得金額の合計額

７割
４３万円＋１０万円×（給与所得者数－

１）以下   ※変更なし  

５割

４３万円＋（２９万５，０００円×（被保

険者と特定同一世帯所属者の合計人数）＋

１０万円×（給与所得者数－１））以下  

２割

４３万円＋（５４万５，０００円×（被保

険者と特定同一世帯所属者の合計人数）＋

１０万円×（給与所得者数－１））以下  

※世帯主及び世帯に属する被保険者の前年中の所得金額の

合計額がこの表の算式により計算した額（軽減判定所得

の基準額）以下である場合は、国民健康保険税の均等割

額がこの表の区分により減額される。

３  施行期日 令和６年４月１日
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議案第４９号  

 専決処分の承認を求めることについて  

                         （行政経営部財政課）  

１  提案理由  物価高騰支援給付金等の支給に必要な準備を早期に進める

ため、その経費を計上した令和６年度上尾市一般会計補正予

算（第１号）を緊急に編成する必要が生じ、令和６年５月８

日専決処分したので、地方自治法第１７９条第３項の規定に

より、その承認を求めるもの  

２  内容  【歳入】  

 １５款  国庫支出金  

   ２項  国庫補助金       １３０，６８４千円  

 

【歳出】  

  ２款  総務費  

   １項  総務管理費         ５，１８３千円  

 

３款  民生費  

   １項  社会福祉費       １２５，５０１千円  

 

【補正予算の主な概要】  

 物価高騰支援給付金等の支給に必要な準備  

  物価高騰支援給付金、物価高騰くらし支援給付金及び定

額減税調整給付金を支給するため、システムの構築、確認

書の封入封緘及び発送等の必要な準備を行う。  
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